
富士河口湖町水道メーター納品仕様書 

１．物品概要 

水道メーター 

※製品は、計量法に基づき計量検定済のものに限る。 

 

２．規格・仕様（すべての口径で表示部回転式水道メーターは除く。） 

  １３㎜  乾式（直読式）水道メーター 

  ２０㎜  乾式（直読式）水道メーター 

  全て鉛レス仕様 

 

３． 付属品（シモク類は不要） 

パッキン２枚付 ※輪ゴムで止めるのではなく袋でまとめる 

 

４． 塗装色 

  塗装色はメーカー標準式とする。又、塗装については蓋のみとする。 

 

５． 水道メーター購入地区 

  富士河口湖町全域 

 

６．年度内契約単価 

  契約日から令和 8 年 3 月 31 日まで同一単価とする。 

 

７． 入札書の記載方法、落札者の決定方法及び契約方法 

規格毎に、単価及び別紙数量表に記載された発注予定数量を乗じた額を算出し、すべての

規格の総合計額（消費税を除く。）を入札書に記載すること。 

入札金額が最も安価な 1 社を落札者とし、規格毎に単価契約を締結することとする。 

※本件は単価契約であり、数量表に記載された発注予定数量は実際の発注数と異なる場

合がある。 

 

８． 検定証印 

計量法第７２条に規定する検定に合格した特定計量器であることを証明する検定証印を水

道メーターに付すること。 

 

９．契約期間 

令和 8 年 3 月 31 日（月）までとする。 

 

１０． 納品場所 

富士河口湖町水道課船津倉庫（山梨県南都留郡富士河口湖町船津 3137-2） 

 

１１． 納品期間 

発注の都度、発注者と請負者の協議のうえ定める。 



 

１２． 支払方法 

納品の都度、水道課職員による検収を行い、落札者は検収完了後に請求書を発行する。 

担当職員は、請求書受領後 30 日以内に支払いを行う。 

 

１３． 刻印番号 

富士河口湖町が指定する刻印番号を水道メーターの蓋とふちに刻印すること。 

刻印番号は富士河口湖町役場水道課が契約締結後指示するものとする。 

 

１４． その他 

・古メーターの改造については考えない仕様にすること。 

・納品は新ＪＩＳ対応水道メーター 性能要件（定格最大流量Ｑ３ 計量範囲Ｑ３/Q1=R100 仕様

とする。 

 

 

 


